
１ 生産性向上事業

２ 県産酒造好適米購入助成事業

県内で清酒の製造免許（酒税法（昭和２８年法律第６号)第７条第１項に規定）を有する者

「稼ぐ力」の強化に向けた事業規模拡大、販路拡大、業務効率化などの取組に資する酒造りに
関係する機械設備導入費、開発費、酒蔵の改装・職場環境整備等工事費の一部助成

県内酒蔵の皆さまへ

岐阜県産酒米価格高騰等緊急支援事業費
補助金のご案内

酒造原料米価格高騰の影響を受ける酒蔵の負担を軽減するとともに、生産性向
上を図り経営の安定化などに積極的に取り組む酒蔵を支援します。

※予算の範囲内での助成となります。
※他の補助金の対象となった経費は申請できません。

令和８年度

岐阜県商工労働部地域産業課 企画係
〒500-8５７０ 岐阜市薮田南２－１－１
TEL 058-272-1111（内線3812,3816）

４ 問い合わせ先（書類の提出先）

３ 申込方法

補助金申請書に必要書類を添付し、令和８年５月２９日（金）までに下記へ郵送（追跡可能
な発送方法）により提出してください。詳細は、当補助金の募集要項をご確認ください。

［想定する事業の一例］
• 酒造りの効率化を目的とする機械設備の導入
• 販路拡大を図るための新商品の開発に係る経費
• 業務効率化に資する酒蔵の改装、職場環境整備に係る工事 等

①補助対象事業者

令和７年産（令和７年９月１日から令和８年８月３１日までの購入(支払済)分）の県産酒造好適
米の購入に要する経費

②補助対象経費

③補助要件
補助対象経費が５０万円以上であること

④補助率・補助上限額
・補 助 率：２／３以内
・補助上限額：１，０００万円

県内に清酒の製造免許（酒税法（昭和２８年法律第６号)第７条第１項に規定）を有する者のう
ち、上記１ 生産性向上事業に取り組む者
※県産酒造好適米購入助成事業のみの申請はできません。

①補助対象事業者

②補助対象経費

③補助額・補助上限額

・補 助 額：７０円／kg以内
・補助上限額：１，０００万円

～この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています～
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